
 

愛知県後期高齢者医療広域連合議会告示第１号 

愛知県後期高齢者医療広域連合議会個人情報の保護に関する条例施行規

程の一部を改正する規程を次のとおり公布する。  

 令和７年２月12日 

愛知県後期高齢者医療広域連合議会議長  うかい 春 美 

 

愛知県後期高齢者医療広域連合議会個人情報の保護に関する条例施行

規程の一部を改正する規程 

愛知県後期高齢者医療広域連合議会個人情報の保護に関する条例施行規

程（令和５年愛知県後期高齢者医療広域連合議会告示第１号）の一部を次の

ように改正する。  

第３条第６号中「保険者番号及び加入者等記号・番号」を「加入者等記号・

番号等」に改め、同条第７号中「保険者番号及び組合員等記号・番号」を「組

合員等記号・番号等」に改め、同条第８号中「保険者番号及び被保険者記号・

番号」を「被保険者記号・番号等」に改め、同条第 10号中「番号」の次に「又

は同法第95条の２第２項第１号の免許情報記録の番号」を加え、同条第 11号

中「保険者番号及び組合員等記号・番号」を「組合員等記号・番号等」に改

め、同条第14号中「保険者番号及び被保険者番号」を「被保険者番号等」に

改める。  

第５条第１項第３号中「保有個人情報」を「議会に対する行為による保有

個人情報（議会の事務局の職員が取得し、又は取得しようとしている個人情

報であって、保有個人情報として取り扱われることが予定されているものを

含む。）」に改め、同条第２項中「次に定める」を「次に掲げる」に改め、

同項第２号中「保有個人情報」の次に「（前項第３号に掲げる事態について

は、同号に規定する個人情報を含む。）」を加える。  

第８条第８項中「又は報酬、福利厚生に関する事項その他」を「若しくは

報酬若しくは福利厚生に関する事項又は」に改める。  

第11条の見出しを「（開示決定の際に通知すべき事項）」に改める。  

附 則 

この規程は、告示の日から施行する。ただし、第３条第１０号の改正規定



 

は、令和７年３月24日から施行する。  


